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地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
振
興
お
よ
び
円
滑
な
運
営
を

図
る
た
め
に
集
会
所
の
整
備
に
対

す
る
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま

す
。

■
受
付
期
間

　

4
月
2
日

～
27
日


　

各
制
度
の
詳
し
い
内
容
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

障
が
い
者
向
け
の
助
成

■
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用　

内
容　

1
枚
6
0
0
円
の
タ
ク

シ
ー
券
を
月
4
枚
交
付

対
象　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非

課
税
で
、
身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2

級
、
内
部
障
害
3
級
、
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
、
療
育
手

帳
Ａ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

■
心
身
障
害
者
自
動
車
等
燃
料
費

内
容　

1
枚
5
0
0
円
の
助
成
券

を
月
4
枚
交
付

対
象　

世
帯
員
全
員
が
住
民
税
非

課
税
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
人


身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
、
内

部
障
害
3
級
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
人
で
、
自
動

車
な
ど
を
所
有
し
運
転
し
て
い

る
人
、
ま
た
は
障
が
い
者
所
有

の
自
動
車
を
運
転
す
る
人
が
同

一
世
帯
に
い
る
人


身
体
障
害
者
手
帳
下
肢
障
害

3
級
の
人
で
、
自
動
車
な
ど
を

■
受
付
場
所

　

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、
各
総
合

支
所
地
域
振
興
課
地
域
づ
く
り
担

当■
対
象

　

事
業
計
画
が
あ
り
、
年
度
内
に

完
了
す
る
事
業

■
そ
の
他


予
算
の
範
囲
内
で
補
助
を
行
い

ま
す
。
申
請
件
数
が
多
い
場
合

は
、
優
先
度
を
考
慮
し
て
事
業

を
採
択
し
ま
す
。


大
規
模
な
災
害
で
被
害
を
受
け

た
集
会
所
の
整
備
は
、
別
途
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
自

治
・
N
P
O
担
当
　



5
0
6
9

 

各
総
合
支
所
地
域
振
興
課
地

域
づ
く
り
担
当

松
山
　
　


2
1
1
1

三
本
木
　


2
1
1
1

鹿
島
台
　


7
1
1
1

岩
出
山
　


1
2
1
1

鳴
子

　
　


2
1
9
1

田
尻

　
　


1
1
1
1

所
有
し
運
転
し
て
い
る
人　


療
育
手
帳
A
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
の
ど
ち

ら
か
に
該
当
す
る
人
、
ま
た
は

18
歳
未
満
で
身
体
障
害
者
手
帳

1
・
2
級
、
内
部
障
害
3
級
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
の
う

ち
、
障
が
い
者
の
た
め
に
運
転

す
る
人
が
同
一
世
帯
に
い
る
人

高
齢
者
向
け
の
助
成

■
高
齢
者
タ
ク
シ
ー
利
用

内
容　

1
枚
6
0
0
円
の
タ
ク

シ
ー
券
を
月
2
枚
交
付

対
象　

次
を
満
た
す
在
宅
高
齢
者


世
帯
員
全
員
が
65
歳
以
上
の
人

 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
地
域
自
治
・
N
P
O
担
当　

　



5
0
6
9

集
会
所
・
掲
示
板
の
整
備
費
用
の
一
部
を
補
助

し
ま
す

 

各
問
い
合
わ
せ
先　

障
が
い
者
や
高
齢
者
へ
の
移
動
費
助
成
制
度
が
あ
り
ま
す

■補助対象の種類と補助上限額

集会所の整備 補助率 上限額

新築・改築 工事費用の75％ 1125万円

増築 工事費用の75％ 375万円

修繕工事、外構工事、既存建物の
解体工事など

工事費用の75％ 375万円

排水処理施設整備 工事費用の75％ 75万円

掲示板の新設・改修・修繕 工事費用の75％ 15万円

■申し込みと注意点

障がい者向け助成の申し込み

持ち物　身体障害者手帳・精神障害者保
健福祉手帳・療育手帳、印鑑、車検証・免許
証（燃料費助成のみ）、本人か申請者の個
人番号カードまたは通知カード
申込先　社会福祉課障がい福祉係または
各総合支所市民福祉課地域福祉担当
 社会福祉課障がい福祉係　23-2167

高齢者向け助成の申し込み

持ち物　介護保険証、印鑑、本人確認書類
（運転免許証・健康保険証など）、個人番号
通知カード（高齢者タクシー利用助成のみ）
申込先　高齢介護課高齢福祉係または各
総合支所市民福祉課地域福祉担当
 高齢介護課高齢福祉係　23-6085

注意点

　障がい者向け・高齢者向けの各助成や、
重度障害者福祉有償運送利用助成、グ
ループタクシー利用助成の重複利用はで
きません。また、社会福祉施設に入所して
いる人、3カ月以上入院している人は利
用できません。

共
通
事
項

■
縦
覧
・
閲
覧
期
間

　

4
月
2
日

～
5
月
31
日


（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
閲
覧
場
所

　

税
務
課
土
地
担
当
・
家
屋
担
当

（
市
役
所
本
庁
舎
3
階
）、各
総
合

支
所
市
民
福
祉
課
税
務
担
当

※
代
理
人
の
場
合
は
、
本
人
自
筆

の
委
任
状
（
法
人
は
代
表
者
か

ら
の
委
任
状
）
が
必
要
で
す
。

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　

納
税
義
務
者
は
、
固
定
資
産
課

税
台
帳
の
本
人
の
資
産
に
対
す
る

記
載
部
分
（
借
地
人
・
借
家
人
な
ど

は
、
そ
の
使
用
や
収
益
の
対
象
と

な
る
部
分
の
み
）
を
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
者
と
持
ち
物

●

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

　

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
ま
た

は
課
税
明
細
書（
前
年
度
分
も
可
）、

本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●

借
地
人
、
借
家
人
な
ど
の
有
償

　
契
約
者

　

契
約
書
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転

免
許
証
な
ど
）

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧

　

土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
す
る

納
税
者
は
、
他
の
固
定
資
産
と
比

較
し
て
、
価
格
が
適
正
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

土
地
・
家
屋
の
所
有
者
で
納
税
者

■
内
容

　

土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿（
所
在
、

地
番
、地
目
、地
積
、価
格
）、家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿（
所
在
、家
屋
番
号
、

種
類
、構
造
、床
面
積
、価
格
）の
縦
覧

■
持
ち
物

　

固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
ま

た
は
課
税
明
細
書
（
前
年
度
分
も

可
）
、
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許

証
な
ど
）

 

税
務
課
土
地
担
当
・
家
屋
担
当　



2
1
4
8

固
定
資
産
課
税
台
帳
な
ど
の
縦
覧
・
閲
覧

届け出のお願い

新しい税率での

国民健康保険税

納税通知書の送付

　市内に所有する固定資産（未

登記家屋）に次の変更があった

場合は、税務課家屋担当に届け

出をお願いします。

建物を取り壊した場合

所有者を変更した場合（所有権

　移転登記をする場合は不要）

　新しい税率の納税通知

書（納期3～10期分）は、

7月中旬に送付します。

年金から引き落として納

税している人には、8月

上旬に送付します。

　

「
持
続
可
能
な
医
療
保
険
制
度

を
構
築
す
る
た
め
の
国
民
健
康
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
」
に
よ
り
、
平
成
30
年
度
か
ら
国

民
健
康
保
険
の
財
政
運
営
が
市
町

村
か
ら
都
道
府
県
に
変
わ
り
ま

す
。

　

こ
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
大
崎

市
の
国
民
健
康
保
険
税
率
を
次
の

と
お
り
改
正
し
ま
す
。

資
産
割
を
廃
止
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
額
は
、
こ
れ

ま
で
、
所
得
を
基
に
し
た
「
所
得

割
」
、
固
定
資
産
を
持
っ
て
い
る
人

に
か
か
る
「
資
産
割
」
、
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
数
に
応

じ
た
「
均
等
割
」
、
加
入
世
帯
に
対

し
て
か
か
る
「
平
等
割
」
の
4
つ
の

項
目
を
合
計
し
て
税
額
を
算
定
し

て
い
ま
し
た
。

 

税
務
課
国
民
健
康
保
険
税
担
当　



5
1
4
7

平
成
30
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
率
を
改
正
し
ま
す


要
支
援
、
要
介
護
、
事
業
対
象
者

に
認
定
さ
れ
た
人


住
民
税
非
課
税
世
帯
、
生
活
保

護
受
給
世
帯
の
人

■
高
齢
者
福
祉
有
償
運
送
利
用

内
容　

助
成
券
を
月
2
枚
交
付

し
、
通
院
な
ど
で
利
用
す
る
福
祉

有
償
運
送
の
迎
車
料
金
（
全
額
）
、

乗
車
料
金
の
乗
車
距
離
1
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
ご
と
に
50
円
を
超
え
る

額
、
待
機
料
金
の
10
分
ご
と
に

50
円
を
超
え
る
額
を
助
成

対
象　

65
歳
以
上
の
在
宅
高
齢
者

で
要
介
護
3
～
5
の
認
定
を
受

け
、
交
通
機
関
を
利
用
す
る
の
が

困
難
な
人

　

平
成
30
年
度
か
ら
は
、「
所
得

割
」
、「
均
等
割
」
、「
平
等
割
」
の

3
項
目
で
税
額
を
算
定
し
ま
す
。

賦
課
割
合
を
変
更
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
所
得
な

ど
の
能
力
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
応
能
分
」
の
所
得
割
と
資
産
割
、

加
入
者
が
等
し
く
負
担
す
る
「
応

益
分
」
の
均
等
割
と
平
等
割
を
、
国

民
健
康
保
険
税
の
賦
課
総
額
に
対

し
按
分
し
て
賦
課
し
て
い
ま
す
。

　

資
産
割
の
廃
止
に
伴
い
、
所
得

割
・
均
等
割
・
平
等
割
の
賦
課
割
合

を
変
更
し
ま
す
。（
上
表
参
照
）

●

世
帯
ご
と
の
国
民
健
康
保
険

税
額
を
試
算
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
の
で
、
税
務
課
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

応能分
（能力に応じる負担）

所得割＋資産割

応益分
（等しく負担）
均等割＋平等割

平成30年度（3方式） 所得割 資産割 均等割 平等割

医療分 5.95％ 20,800円 16,000円

後期高齢者支援金分 2.48％  8,500円 6,500円

介護納付金分※1 2.42％ 10,200円 5,200円

▲ △ ▲ ▲

平成29年度（4方式） 所得割 資産割 均等割 平等割

医療分 9.80％ 30.90% 20,800円 17,900円

後期高齢者支援金分 1.50％ 5.00% 3,500円 3,100円

介護納付金分※1 2.30％ 8.40% 7,000円 3,900円

※1  介護納付金分は、40歳以上65歳未満の被保険者に賦課します。

■税率・税額

　賦課割合は、必要な保険税額を100％とした時のそれぞれの割合
を示すものです。保険税率を示すものではありません。

平成
30年度

応能分 50% 応益分 50%

所得割 50% 均等割 35% 平等割15%
▲ ▲

平成
29年度

応能分 60% 応益分 40%

所得割 50% 資産割10% 均等割28% 平等割12%

■賦課割合

 


